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詳しくは

中面を

ご覧ください。

住所：広島市南区西蟹屋 3 丁目 12-17
休日：日曜

TEL 082-263-1600
住所：広島市中区八丁堀 12-5 第 2 シティビル 6Ｆ
休日：日曜・祝日

TEL 082-228-9222

西 蟹 屋 店 八 丁 堀 店

当社では「融資」の他に「買取」も行っております。

お気軽にご相談ください。



質屋のシステムとは…

質屋のシステムは、お客様から一定期間「品物」をお預かりして、その品物の価値の範囲で

「資金」をご融資させて頂くシステムです。

当社は昭和 33 年創業以来、50年以上にもわたって

広島市内中心部で営業を続けているまじめな質屋です。

地域の皆様に愛されるお店を目指して営業しております。

今まで積み上げてきた経験と実績がございますので、

安心してご来店ください。

社長：江盛 君枝

特 別 融 資 キ ャ ン ペ ー ン

取扱品

ブランド品・貴金属・時計・宝石・

時計・カメラ・電化製品・着物・

楽器・絵画・毛皮製品・金券他

※会社の資産である商品在庫を担保にする場合は、法律上「商品質」の扱いになりますので、契約期間は１ヵ月です。（期限の延長は可）
※金利やシステムの詳細につきましては、０８２－２２８－９２２２へご連絡下さい。

今 回 自 営 業 、 個 人 事 業 者 の 方 を 対 象 に 、 期 間 限 定 の 特 別 金 利 で ご 融 資 を 致 し ま す 。

お借りした資金の返済ができなくても、担保としている「品物」を手放すことで契約終了です。

支払いの催告や、追加担保請求、遅延利息も一切発生しない安全で気軽に利用できるシステムです。

安全で安心なシステムの理由

日本における「質屋」の誕生は貨幣経済の始まる鎌倉時代までさかのぼります。利用者にとって、

合理的で安心できるシステムだからこそ、今日まで続いているのです。

質屋の歴史は 770 年以上！！

※質屋のシステムは年齢・職業問わず、様々な方からご利用頂いております。当店の「質預かり」のお取引は２店舗合わせて年間 3,000 件以上にのぼります。

システムの詳細については、
当社のホームページをご覧ください。 http://marui7.co.jp/質屋のまるい で 検索

期 　 間

融資期 間

:　～２０１２年 1 0 月末日

:　３ ヵ 月 （ 期 限 内 に 利 息 を お 支 払 い 頂 け れ ば 契 約 期 間 の 延 長 が で き ま す ）

ご持参いただくもの　:　❶ご本人様の身分証明書　❷このチラシ、もしくは会社の名刺

対象者 :　個人事業者・経営者

お預かり期間の延長

品物をご返却

利 息 の み 支 払 い

期 間 中 に 元 金 と 利 息 を お 支 払 い

利息の支払いをしなかった

お預かり期間 3ヶ月を過ぎても
ご連絡のない場合は、品物を処分

質 流 れ

● お客様の大事な品物を質屋が一度お預かりして、
　 お預かりした品物を担保にお金をお貸しします。

● 元金と利息をお持ち頂ければ、お手元に品物が戻ります。

● 利息だけをお持ち頂ければ、契約期限を延長することができます。

査定金額のご提示

品物の

査定依頼

無料

※身分証明のご提示
　 （2 回目以降は必要ありません）

交 渉 成 立

弊社の提示金額と、お客様の
希望金額が一致した場合

品物と引き換えに
現金と質札をお渡し


